
鳥栖市男女共同参画行政推進会議設置要綱 

 

（設置） 

第１条 本市における男女共同参画社会の形成に関する施策を総合的かつ効果的に推進す

るため、鳥栖市男女共同参画行政推進会議（以下「推進会議」という。）を置く。 

（所掌事務） 

第２条 推進会議は、次に掲げる事務を所掌する。 

⑴ 男女共同参画に関する総合的な施策の企画及び推進に関すること。 

⑵ 男女共同参画に関する情報の収集、調査、研究に関すること。 

⑶ 男女共同参画行動計画の策定及び見直しに関すること。 

⑷ その他男女共同参画行政に関すること。 

（組織） 

第３条 推進会議は、会長及び委員をもって組織する。 

２ 会長は、副市長をもって充て会務を総理する。 

３ 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代行する。 

４ 委員は、別表１に掲げる職にある者をもって充てる。ただし、会長が特に必要がある

と認めるときは、職員のうちから、別に委員を任命することができる。 

 （会議） 

第４条 推進会議は、会長が招集し、その議長となる。 

（幹事会） 

第５条 推進会議に、第２条の所掌事務を協議調整し、推進会議が決定した方針等の推進

に関して必要な事項を処理するため、幹事会を置く。 

２ 幹事会は、幹事長及び幹事をもって組織する。 

３ 幹事長は、市民環境部長をもってあて幹事会を総理する。 

４ 幹事は、別表２に掲げる職にある者をもって充てる。 

（推進委員会） 

第６条 推進会議に、男女共同参画に関し必要な事項を調査研究するため、推進委員会を

置く。 

２ 推進委員会の委員は、各部の部長が２人（うち１人は女性職員に限る。）ずつ推薦する

ものとする。 

（庶務） 

第７条 推進会議の庶務は、市民協働課で処理する。 

（補則） 

第８条 この要綱に定めるもののほか、推進会議の運営に必要な事項は、会長が別に 

定める。 

   附 則 

資料２ 



 この要綱は、平成１２年１２月２５日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成１３年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成１４年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成１７年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成１８年５月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成１９年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成２０年７月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成２５年４月１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、平成２７年７月６日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、令和元年７月１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、令和２年１１月１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、令和５年７月１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、令和６年４月１日から施行する。 
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政策部長 

総務部長 

健康福祉みらい部長 

スポーツ文化部長 

市民環境部長 

経済部長 

建設部長 

教育部長 

上下水道局長 



別表２ 

   総合政策課長 

  総務課長 

  地域福祉課長 

  高齢障害福祉課長 

  こども育成課長 

  健康増進課長 

スポーツ振興課長 

  市民協働課長 

  商工観光課長 

  建設課長 

  教育総務課長 

  学校教育課長 

  生涯学習課長 

  管理課長 


